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緊急事態宣⾔の発令に伴う今後の教育活動等について（第２報） 

 
 1 ⽉ 8 ⽇より 2 ⽉ 7 ⽇まで本県を含む４都県に、また、同⽉ 14 ⽇に７府県が追加され
計１１都府県に発令された緊急事態措置は、2 ⽉８⽇以降も引き続き本県を含む１０都府
県で 3 ⽉ 7 ⽇まで延⻑されることとなりました。 
 本校では、引き続き国や川崎市教育委員会のガイドライン等を踏まえて、以下の通り対
応いたします。本校の基本的⽅針はこれまで通り、可能な限りの感染防⽌対策を講じたう
えで、⼦どもたちの学びの機会と教育活動を最⼤限確保していきます。下記に今後の本校
の取組等をお知らせしますので、引き続き、ご理解とご協⼒をお願いいたします。 
 

記 
 
●緊急事態宣⾔による措置期間 
 対象期間：令和 3 年 ２⽉ 8 ⽇（⽉）〜３⽉ 7 ⽇（⽇） 
  ※状況に応じて期間中に解除、または期間が延⻑される場合があります。 
 
＜教育課程等について＞ 
・緊急事態の措置期間は 3 ⽉ 7 ⽇まで継続されましたが、神奈川県や川崎市における感染

状況を鑑み、今後の授業や学校⾏事などの教育課程は、現時点（2 ⽉ 8 ⽇時点）ではこ
れまで通りとし、⼤きな変更はありません。ただし、今後の市内や周辺地域、学校内外
の感染状況よって変更する場合があります。 

・公⽴⾼等学校の⼊学者選抜に関する⽇程、内容に変更はありません。私⽴学校について
は個別に通知します。 

 
＜３年⽣の卒業遠⾜について＞ 
  ２⽉１９⽇（⾦）に東京ドームシティ（東京都⽂京区）で実施を計画していました

が、現在、同施設のアミューズメントエリアは⼟⽇、休⽇のみの営業で平⽇は休園して
います。本校では代替策を検討した結果、感染防⽌対策がより優れた「よみうりラン
ド」（東京都稲城市-川崎市多摩区）に変更する⽅向で検討中です。アトラクションエリ
アの⾯積が東京ドームシティの 12 倍と圧倒的に広く、アトラクションの数も多いの
で、安⼼してより楽しめると考えています。移動は貸切バスを利⽤します。 



＜合唱コンクールについて＞ 
  ２⽉２６⽇（⾦）に「エポックなかはら」の⼤ホール（定員 923 ⼈)で実施を予定し

ています。 国のイベント制限が 5,000 ⼈以下で収容率 50％のため、⼤ホールの⼊場は
461 ⼈が上限です。したがって、例年どおり学年ごとに実施しますが、保護者の参観は
できませんのでご了承ください。なお、実施にあたっては国や市のガイドラインを参考
にしつつ、感染防⽌対策を徹底します。 

 
＜部活動等について＞ 
・⼟⽇、平⽇放課後の部活動等については、1 ⽉ 8 ⽇付の標記⽂書でお知らせした通りで

す。活動は、校内または放課後使⽤している近隣の施設に限ります。対外試合、遠征な
ど、他校や他団体との交流活動は引き続き⾏いません。また、⼟⽇、休⽇の部活動では
校内での⾷事を禁⽌します。飲⽔は⽔筒持参を原則とします。 

・朝練習を 2 ⽉ 9 ⽇（⽕）より再開します。登校時の検温は部活動単位で⾏い、感染防⽌
策を踏まえた活動内容は放課後の部活動と同様です。実施する部活動については⽣徒を
通じて連絡します。なお、2 ⽉ 12 ⽇からは学年末テストのため全⾯休⽌となります。 

 
＜３年⽣の⾼校⼊学前の活動参加について＞ 
  すでに推薦受験等で進学先が決まった３年⽣の中には、進学先の⾼校から⼊部を予定

している部活動に参加するよう顧問から勧誘される場合があります。しかし、本校では
卒業前に許可なく⾼校の活動に参加することを認めていません。活動中に怪我等があっ
た場合、⽇本スポーツ振興センターの保険の対象にならないことやさまざまなトラブル
の懸念があるためです。 

とりわけ今年度は、⾼校における部活動の対外試合で多数の新型コロナウイルス感染
事例が報告されています。感染拡⼤防⽌の観点からも参加を控えてください。 

 
＜感染防⽌対策について＞ 
  1 ⽉ 8 ⽇付の⽂書でお知らせした通りです。これからも感染拡⼤防⽌に向けて最⼤限

の配慮をしながら教育活動を実施します。 
 
＜その他＞ 

感染の懸念等、登校に不安がある場合は、本⼈、保護者との相談のうえ、⽋席ではな
く出席停⽌措置としています。また、公共交通機関の混雑を避けるために時差登校を希
望する場合など、配慮が必要な場合は遠慮なく担任まで相談してください。 

 
※このことについてのご相談は下記までお願いします。 

副校⻑（中尾）・教頭（中野） 電話７７７−２２３９ 


